
 

綾瀬市告示第２０号 

振動規制法に基づく振動を防止することにより住民の生活環境を保全する必要があ

る地域の指定及び特定工場等において発生する振動についての規制基準（平成２４年

綾瀬市告示第２２号）の一部を次のように改正し、平成３０年４月1日から施行する。 

  平成３０年３月２８日 

 

綾瀬市長 古 塩 政 由 

 

 

２の項備考１(1)中「及び第二種中高層住居専用地域」を「、第二種中高層住居専

用地域及び田園住居地域」に改める。 

 

 


